
 

  

広 聴 特 別 委 員 会 

 

日 時  平成３１年２月１５日（金） 

全員協議会終了後 

場 所  第１委員会室 

 

付議事項 

 

１ 市議会モニターの意見について 

 

２ その他 



 

 

モニターからの意見 １ ＜議会モニターの職務について＞ 

 山陽小野田市議会に平成 29年５月から設置されている市議会モニターは設置

要綱で（設置）第１条 山陽小野田市議会の活動及び運営に関し、市民等から

意見を広く聴取し、反映させることにより、市民と共に歩み、市民からより信

頼される議会となるため、市議会モニターを設置する。と掲げています。一方、

職務については 

（職務）第３条 

（１）本会議、委員会、政策討論会を傍聴もしくはインターネットで視聴し、

又は議会報告会に参加し、当該会議の運営に関する意見を文書により提出する

こと。 

（２）市議会の議会だより、ホームページ及びフエースブックページに関する

意見を文書で提出すること。 

（３）市議会が実施するアンケート調査に回答すること。 

（４）市議会との意見交換会に出席すること。 

となっています。 

 第１条では「活動及び運営に関し」とされていますが第３条では「当該会議

の運営に関する」と「活動」が消え職務が非常に狭くなっています。なぜでし

ょうか？ 

 市民生活に係る議決内容や財源の使い方など本会議や各種委員会その他様々

な経緯や結果など市議会全般の「活動」は加えるべきだと思います。 

 

（回答案） 

 御指摘のとおりと考えますので、要綱を改正します。 

（当該会議の運営→市議会の活動及び運営） 

 

 

 

モニターからの意見 ２ ＜議会報告会について＞ 

 議会報告会には毎回参加しています。少人数グループでのカフェ方式など

色々工夫はされていますが参加者は増えていないようです。参加した市民にと

っては勿論、議員にとっても発表するための準備や住民の意見は有益と思いま

す。 

 しかし、「報告会」という結果説明が中心なので多数の参加は難しく感じま

す。一方、山陽地区の３保育園を廃止して水没の恐れのある厚狭駅南に新規建

設するという極めて重大な議案は執行部内の極めて限られた部署で決めて進め

られ、ほとんどの住民が全く知らない内に平成２９年６月議会の補正予算で決



 

 

まっていました。平成３０年の当初予算議決後、初めて知った住民が要請した

「議員との懇談会」には多数の参加があり熱を帯びた活発な意見が続出しまし

た。 

 議案に関する委員会審査の前に、各委員会が主要な課題で「住民との懇談会」

を行えば多数の市民の参加が得られ議員にとっても議決判断の重要な情報を得

ることが出来ると考えます。 

 また、例えば公共交通問題など、市民にとって関心のある切実な課題につい

ての政策づくりの懇談会等があれば素晴らしいと思います。 

 

（回答案） 

 貴重な御意見として承ります。 

 議会報告会の報告内容は各常任委員会で決定しています。議案だけではなく、

公共交通問題など重要と思われる案件については、各常任委員会が所管事務調

査を行っており、これも報告案件に含めています。今後も重大な課題について

は議会報告会で報告し、意見交換等行っていきたいと考えています。 

 

 

 

モニターとしての意見 

②意見交換会開催について 

 平成 30 年 3 月 29 日のモニターからに意見に対し、「議会の考えと対応」で

「随時意見交換会を開催」するとありますが、随時とは年 1 回ですか？何回で

しょうか？もしくは「随時」という言葉の解釈からして年 4 回以上と常識的に

捉えてよいでしょうか。 

 

（回答案） 

 市議会モニターの委嘱から半年がたち、それぞれの立場で御意見の提出をい

ただき、ありがたく思います。 

１年に１回は皆さんの意見を直接聞くために意見交換会を開きたいと考えて

おり、時期については６月定例会終了後を予定しています。 














